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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2016年 6 月 24 日開催予定の第 19 期定時株主総会において

「定款一部変更の件」を議案とすることを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．変更の目的 

   最近のコーポレートガバナンス重視の状況に鑑みて、当社の取締役会の役割を経営監督を重視

したものとし、業務執行は執行役員を中心に実行していく体制に見直すことに伴い、次の変更を

行うものであります。 

（１） 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長 

を選出できるよう、現行定款第 23 条の変更を行うものであります。また、これに関連して、株 

主総会の議長を定める現行定款第 16 条の規定についても、所要の変更を行うものであります。 

（２） 取締役の員数を 15名以内から 12 名以内に変更します。このため、現行定款第 19条の変更を

行うものであります。 

 

２．変更の内容 

 変更内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2016 年 6月 24 日（金） 

定款変更の効力発生日       2016 年 6月 24 日（金） 

 

以 上  

 



（別紙） 

 

（下線部分は変更箇所を示しております。）  
 

現 行 定 款 変 更 案 備考

（議長） （議長）  

第16条 株主総会の議長は、社長がこれに当た

る。 

第16条 株主総会の議長は、代表取締役のうちあ

らかじめ取締役会の定めた取締役がこ

れに当たる。 

修正

２ 社長に事故があるときは、あらかじめ取

締役会の定めた順序に従って他の出席

取締役がこれに当たる。 

２ 前項の取締役に事故があるときは、あら

かじめ取締役会の定めた順序に従って

他の出席取締役がこれに当たる。 

修正

 

 

 

（取締役の員数） （取締役の員数）  

第19条 当会社に取締役15名以内を置く。 第19条 当会社に取締役12名以内を置く。 修正

   

（代表取締役等） 

第23条 取締役会は、その決議により、代表取締役

若干名を選定する。 

  ２ 取締役会は、その決議により、取締役の中

から、社長1名を選定するとともに、会長

及び副会長各1名を選定することができ

る。 

 

（新設） 

 

（代表取締役等） 

第23条 （現行どおり） 

 

  ２ 取締役会は、その決議により、取締役又

は執行役員の中から、社長1名を選定す

る。 

 

  ３ 取締役会は、その決議により、取締役の

中から、会長及び副会長各1名を選定する

ことができる。 

 

 

 

修正

 

 

 

新設

 

 

以 上 

 


